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ヶ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ァ
リ
。
郡衙 

v

II
r

t
ラ
財
產
調
へ
ノ
事
務
多
シ
、以テ
身
代
限
リ
：ノ
多
キ
ヲ
知
グ
へ
キ
ナ
ジ
。
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落
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懸
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問
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、突
 

如

€

し
て
起
っ
た
問
題
で
は
な
い
。
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應̂
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：

^
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。
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。

德

川

時

代

に

,
け
る
武
士
.階
級
相
手
の
商
業
、大
名
k

對

す

る\

貸

1

ょ

つ

5

 

?

の
手
£

本

を

囊

し

た

も

の

は

町

な

2

1

の

ダ

®

で
.

-

i [
q

 

j

新
の
韋
命
は
、こ
の

.商
人
層

I

民
中
の
大
地
主

f

の
經
濟
的

S

 

U

し
て

S

 

V
有
1

5

た
。
讓

討

f

革
命

5

 

. 

J

 

Vは、
2

の
 

中
せ
ら
れ
、篇

3

洋
5

r

l

資
本

I

s

力
產
來
の

H

u

出

來

深

力
つ

た
。

否
、目
'的
t

達
せ
ざ
る
許
々
か
、鎖
國
日
本

は
、
そ
の
國
家
的

,I

 

u

 

は
、r

s

の
I

I

 

i

.
ね
ば

I

乏

0
た
。

f

家
2

はr

切
 

u

 

W

J K
I

 

S

改
提
し
、交
通
を
無
眼

s

 

f

し
以
て
、す
ベ

.て
の
國
民
、否
野
蠻
國
民 

^
l e」

r n
i
國
氏
化
し
气
か
の
廉
價

I

商
品
は
實

S

里
の
長
城
を
根
抵
ょ
み
波
壞
し

U

u

5

?

#

s

f

 

u

 

J

S

砲
で
あ
る
。
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襲
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。
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。
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激
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ヲ
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西
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猶
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萬
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榮
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.
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明
治
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開
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府
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つ
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V
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節
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世
界
ド
求
め
る

*

»

^
ょ
.つ
て
明

Iか
で
あ
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。
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。
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独
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濟
史
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落
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。
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。
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が
、要
す
る

S

趣 

f 

, 

S 

/
る
も
の
を
廢
し
て
こ
れ

k

代
ふ
る
，

I

時
的
！定
額
の
貨
幣
の
給
付

k

よ
つ
て
、こ

の
家
祿
權 

名
は
•土
地 

ぅ
、大
多
數 

消
費
し
盡 

問
題
は
極 

の
士
族
の 

あ
つ
た

乙

解
消
問
題 

治
維
新
の

あ
っ
れ
。

'第
ニ
.の

社 成 ど ど 大 め し の 所 利

龠 功 し 丨 ょ 多 て て 士 荷 を

問 ど て 注 數 祓 i f 族 者 買

題 四 》 ど K :意 並 雜 己 は で 收  
ミ も k を を こ な の 農 あ せ

し に 叨 要 そ 問 勞 エ る ん

て 士 治 す の 題 働 商 ビ ど
最 族 ：p る . 子 を 力 の 典 し

も 丨 ょ 十 ミ 女 有 を 何 k た

重 沒 年 こ が し 賣 れ 貨 も

要 落 前 ろ 日 て る か 幣 の

で
あ
る
。
か
く
て
乙
の
秩
祿
處
分
の
結
果

v
j

し
て
、大
 

資
本
の
所
有
者

ビ
し
て
、地
代
並
に
利
子
衣
食
者

V
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な
 

R

歸
屬
す
る
か
、ま
た
は
そ
の

一

時
的
給
付
の
貨
幣
を 

ベ
&.運
命
化

陷

る

か
で
あ
つ
た
。

Z
の
士
族
授
產
の 

：Q

る
か
ら
、他
の
機
會
に
詳
細
を
論
じ
た
，い
が
、乙
れ
ら 

本
最
初
の

X
場
勞
働
者
、即
ち
製
絲
女
エ
.の
供
給
者
で 

で
あ
る

,.
0

而
し

'て、士
族
授
’產
の
問
題
は
、そ
の
階
級
の 

後
ド
は
、大
約
解
決
の
狀
態
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、明
 

階
級
ど
し
て
社
會
問
題
を
惹
起
し
^
第
ー
の
も
の
で

な
も
の
は
、農
民

‘問
題
で
あ
る

0

農
：民
階
級

R

あ
 

明
治
維
新
の
革
命

R

ょ
つ
て
、利
益
を
獲
得
し
た
も
の
は
、そ
の
土
地
所
有
權
を
■
認
せ
ら 

大
土
地
所
有
當
過
ぎ
な
か
つ
た
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而
し
て
、地

®

改
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め
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益
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ま
た
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者
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作
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等
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1
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受
け
る

乙

ど
が

な

5

た
の
で

あ
る
，

か
く
の

如
き
狀
態
で
あ
つ
た
か
ら
，農免
择 

級
は
明
治

S

か
ら
十

S

ま
で

S

けV
、

暴
動

一

f

各

つ
？

の
新
政
？

反
對
す
る 

こ

ど

ど

力

最

も

多

々

つ

た

の

で

あ

る
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拙
稿
、農

民

階

級

屋

權

運

動
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想
昭
和
六
年
五
乃
览

) 

農
民
の
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動
は
、大

體

明

治

十

年

西

南

S

後

5

い
て
は
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跡
S

つ
た
ゃ
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ぅ
 

見
え
る
の

I

る
が
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農

民

問

題
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解

決

し

た

乙

f
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す
る
の
で

I

い
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救
濟

S

す
る
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m
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S
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れ
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際

運
動

ビ

し
て

I

在
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た
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あ
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i

ば
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部
何
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S

て
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だ

か
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こ

の
問
題
次
答
へ
る
資
料

e
し
て
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最

I

f

ベ

蒙
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1

1

太

S
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部

綴

1

S

S

S

博
士
、政

治
學
士
、ぺ•マ
ィ
エ
ッ

ト
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、日
本
農
民
の
疲
弊
及
其
救
治
策
、明
治
ニ
十
六
年
五
月
刊
行

」

で
あ
る
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最
低
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キ
平
均
額

、
ノ

富
裕
ナ
ル
農
民
ノ
全
ク
之
ナ
キ
コ
ト
ヲ
示
ス
モ

ノ

ユ
非
：ス，然
レ
ド
モ
農
民 

中
赏
裕
ナ

A

漭

、ノ
甚
尠
ク
シ
ー
グ
其
大
部
分
、
ノ
常
ラ
憫

.

ム
へ
キ
生
活
ヲ
爲
ス
.コ
ト
ヲ
示
ス
モ
ノ 

ト
ス
、

M

，
一
. 一
M

へ
農
民
ノ
大
部
分
ぐ
自
ラ
作
リ
タ

V

米
ヲ

.

.モ價
貴
キ
珍
味

ト

シ
テ
之
ヲ
常
食
二 

供
セ
サ
，
ニ
非
ス
ャ
、又彼
等
々
傲
類
ヲ
食
ス
，
コ
ト

®

稀
ユ
シ
テ
海
®
ヲ
距
ダ
最
遠
キ
村
落 

ノ
如
キ
ぐ
運
般
ノ
タ
メ
热
類
ノ
價
ヲ
增
ス
ヲ
以
テ
絕
エ

>

负
類
ヲ
見
ス
ト
云
フ
二
非
ス
ャ
、今
 

數
多
日
本
人
ノ
食
物
ヲ
調
査
シ
タ
，
日
本
及
外
國
ノ
化
學
者
ノ
說
ニ
依
レ
ぺ
僻
地
ノ
農
民

パ 

最
粗
食
ヲ
極
ム

X

力
ユ
へ
壯
牟
者
ハ
多
ク
ハ
强
壯
ナ
グ
モ
老
ヲ
催
ス
コ
ト
早
ク

㈣

二
五
十
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乃
至
六
十
年
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至
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，
ノ

老
衰
者
ノ
觀
ァ
リ
ト
云
フ
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前

揭

書
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頁
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こ
の
事
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は
何
^
ょ
つ
て
招
來
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

か
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今、明治
初
年
以
來
農
民
ノ
困
雛
一

一

陷
リ
タ
ル
狀
況
ヲ
略
書
ス
レ
ハ
左
ノ
如
シ
、

農
業
ハ
縮
小
セ
リ

、

.

.
土
地
ヲ
抵
當
ト

、
v

ク
負
偾
ヲ
起
シ
タ
.，

者
非
常

II.,

多
シ
、

土
地
所
有
者
ョ
ソ

.
下
リ
ー
グ
小
作
人
ト
爲
ソ
タ
ル
者
非
常
ニ
多
シ
、

夫
レ
農
業
縮
小
ス

，
ダ

ト
キ
ハ
農
家
ノ
勞
働
カ
亦
隨
ヒ
一
グ
萎
微
ス
從
來
ノ
耕

.作
法
一
一
依
レ

、ノ

.
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借

ラ
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家

族

ノ

：：力
ヲ
：
以

タ

耕

作

ス

ゲ

反

別

バ

平

均

ー

'
|
町

步

ニ

當

リ 

シ
力
今

H

、ノ
，大
一1

減
シ
テ
自
作
人

,
九
反

ニ
當

リ
、小
作
人

,
七

反
六
畝
一
一
當
ル
二
過
キ
ス 

•…
…

此

平
均
反
別
ノ
減
少

、ノ
農
民
ノ
勞
働
カ
ヲ
萎
微
セ
シ

メ
、農民

ヲ
シ
タ
衣
食
二
及
 々

タ
ラ
シ
メ
數
百
萬
戶
ノ
農
民

ノ

購
買
力
ヲ
減
退
セ
シ
メ
、農民
ノ
鱗
質
カ
ノ
減
退
ノ
爲
メ

 

ニ

工
業
上
ノ
生
產
力
ヲ
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シ

隨

ヒ
テ
商
業
ノ
衰
微
ヲ
來
シ
タ
ル
コ
ト
其
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加
何
ソ
ャ
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明
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ニ
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ジ

ー
グ
益
ノ
甚
シ
キ
ヲ
加
ヒ
タ
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ニ
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農
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中

負
債

ニ
苦
ム
者
多 

キ
コ
ト
是

ナ
ジ
、
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一

今日ノ

 

土
地
抵
當
負
偾
ハ
槪
ネ
固
難
ノ
極
高
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ト
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箇
年
、ニ箇
吞 

若
シ
ク

,

三
筒
年
ノ
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ヲ
顧
ル
一
一
暇
ナ
タ
シ
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之
ヲ
起
シ
夕
ル
モ
ノ
ナ
ラ
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ノ
弊
举
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土
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有
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ヨ
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リ
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•
フ

小
作
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ト
爲
ル
者
多
キ
コ
ト
是
ナ
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、

此
弊

银

、
ノ
 

贝
だ

以
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ニ
在

リ
ク
モ
.之
ナ
キ
二
非
サ
リ
シ
ト
雖
モ
，之
ヲ
各
種
ノ
證
憑
一
一
徵
ス
ル
ー
ー
器 

印
代

ニ
至
ど

n

益 

< 

甚
シ
キ
ヲ
加
，ヒ
上
ヵ
如
シ
.、是
レ
負
偾
ァ
ベ
農
民
ノ
其
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地
ヲ
偾 

主
l

i

引
渡
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軿
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。
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萬
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陷
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多
ク

’ノ
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位
ヨ
リ
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作
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落
シ
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ニ
經
驗
ナ
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カ
爲
メ

K I

作
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キ
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ヒ
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ヲ
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サ
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滿
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萬
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十
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一
〇

'こ

の
弊
#
及
び
疲
弊
を
救
ふ
も
の
は
、マ
ィ
エ
ッ
ト
に
ょ
れ
ば
、農
業
保
險
法
土
地
抵
常
货 

^

S
を
設
け
る
こ

w

で
あ
る
。

「

明
治
年
代
ニ

 

M
ソ
テ
始
メ
テ
生
シ
タ
ル
脊
シ
ク

パ
甚
シ
キ
ヲ 

加
へ
タ

ダ
農
業
上
ノ
三
番
ぐ
政
府
二
於
，ァ農
業
保
險
法
及
土
地
抵
當
貸
#
法
ヲ 

テ
之
ヲ
芟
除
ス

.\
コ
ト
ヲ
得
へ
ク
、政
府
ノ
.所

®

テ
由
タ
/

生
シ
タ
，
弊
©
ノ
如 

11
1
リ
テ
始
メ
ク
之
ヲ
芟
除
ス
ル
コ
ト
得
へ
キ
ナ
リ
。

」
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彼
の
主 

保
險
法
及
び
土
地
抵
當
貸
付
法
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
，る
か
は
、

d

?

k說
明
す 

3

な
い
。
筆
者
の
マ
ィ
エ
ッ
ト
貂
介
は
、そ
の
農
民
窮
乏
の
_
實
を
示
す
化
あ
つ

た る 張 キ 設  

か こ す 亦 ヶ  
ら ど る 此 テ 

で を 農 法 始
あ 耍 業 ニ メ

る
o

た

fl

{II

玉

當
時

R

あ
い

.

て、農
民
の
問
題
を
問
題
ど
し
た
も
の
は
主

^
し
て
自
凼
黨
で
あ 

凝
は
を
の
前
身
時
代
か
ら
自

rt
l
民
權
を
主
張
す

S

政
社
で
あ
つ
た
が
、趴
治
十
三
年
政

m

ヾ

」

し
 

て
成
.立
す
る
や
、そ
の「

盟
約」

笟

I

章
ド
あ
い
て
、罾
豁
は
自

ri
l
を

®

充
し
權
利
を
保
全
し
_
福
を 

増
進
し
、祉
會
の
改
莨
を
圖
る
ベ
し

」

ど
宣
言
し
、そ
の
總
理
板
垣
退
助
の
如

3 
i
、i

ッ
夫
レ
政
夼 

ヲ
立

•
ル
ハ
本
ト
何
等
ノ
精
神
ヲ
似
タ
之
ヲ
立

,
者
ナ
ル
！
要
ス
,
二
强
ガ
弱
ヲ
處
ス
ル
ヲ
妨I

ク.力
爲
メ

 

ニ
外
ナ
ラ
ズ
、
然

ル
一
一
今
ャ
却
テ强
ガ
弱
ヲ
虑
ス
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ノ
精
刺
ヲ
以
テ
富
且
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ヲ
シ

7-
貧
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ナ
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腿
セ

シ
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ノ
政
ヲ
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ス

V
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ニ
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大
理

1

一
悖
，

ノ
甚
シ

キ潘ニ 

,
ァ
ラ
ス
ャ
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へ

パ

猶
ホ
、
盗
賊
ヲ
防
ク
ニ

 

M
賊
ヲ
以
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シ
之
ヲ
シ
テ

11

ノ盜象ヲグ心二セシ

/ 

ル
ヵ
如
シ
、惑

モ
亦
甚
シ

キ
者
ト
謂

へ
シ」

ど
い
つ
て
ゐ

る。
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木
瀧
淸

類

編
纂
、
板
垣
沿
演
說
集

明
治
十
五
年
版
四
五
頁

)

.
し
が
し
な
が

.ら
、こ
れ
ら
の
提
言
は

.無
條
件

R

乙
れ
を
受
取
る
こ
ど
は
出
來
な
い
。
自

ii
l
黨

本

來の
！！：：

的
は
決
し
て
、贫

窮

者

の

味

方

た

るM

 

V
J

で
は
な

S

の
で
あ
る
。
自
由
黨
成
立
の
前

提
で
あ
る
愛
國

a

-W
興
に
際
し
て
の
宣
言
の
一
節
は
最
も
ょ
く
自

ff
i

鐵
本
來
の
目
的
を
群
つ

て
ゐ
る

。r

.

.

.
財
は
國
力
の
因
て
生
ず
る
所
な

6
、國
民

富

ま
ざ
れ
ば
以
て
、國
カ
の
强
盛
を
致

す
能
は
ず
、

&

R
國
カ
を
し
て
、强
盛
な
ら
し
め
ん
ど
欲
せ
ば
、

|1
1

財
を
增
殖
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
切

し
て
、其
方
た
る
や
國
民
自
ら
奮
起
し
、大

R

產
業
を
起
し
、內外
の

.通
商
を
盛

R
す

る
ょ

6
善
さ

は

な
し

.0

.
蓋
，
し，'
方
今

生
産

通
商
の
道
稍
開
け
ざ

る
に
非
ら
ず

€
雖

も
、各

地
人
民
の
交
接
未
だ

密
な
ら
ず
し
て
、國
財
の
探
究

?:
盡

さ

ざ
る
が
爲
に
、大
利
あ
る
鹿

.業
も
之
を
起

3
す
從
つ
て
布

無
相
通
ず
る
の
方
，其
常

V」

朱
ふ
も
の
あ

6
'故

R

國
財
を
、增殖
し
、國
力
を
强
盛
な
ら
し

め

ん

ビ

笫
ニ
十
五
嘮

2

四三三.

〕

明
治
ー
ー
十
华
前
後
の
社
僉
間
題
に
關
す
る
但
出
鹩
左
翼
の
见
解

 

f
十號 

一二



■

十

-

a
g
n
l
i
)

明
治
二
十
年
前
後
の
社
會
還
に
關
ず
る
棄
S

I

:

欲
せ
ば
、各
地
人
民
相

互

に

交

，接
し
，彼
：我

の

情

況

を

知

へ

國

產

S

無
を
霧 

業

?:
.
起
し
、通
商

'?:
盛

^

し
て
、有
無
相
通
ず
る
の
方
、其
當
を
得
ざ
る
可
か
ら
ず

:

• •

」
(

自
由

上
卷
ニ
七
二
晉

s

ふ
ゃ

5

な

產
業
振

f

產

す

m

3

的
見

地

で
あ

力
、
る
見
地

S

つ
が
故

s

S

は、有
産
者
的
政
治
的
權
利
の
獲
？

そ
の
主
要
の 

.
ど
し
た
の

.で
あ
る
。

(

拙
稿
、農
民
階
級
ど
自
由
民
權
運
動

)

か
く
て
，自
申
黨
は
、地

.方

2

け
る
中
產
地
主

V
V士
族
ど
の
結
成
で
あ
つ
.て
ど
の
勢
力 

つ
て

’大
土
地
所

f

商
業
資
本
の
結
成
で
あ
る
明
治
政
府

£

杭
し
た
。
自
由
鐵

1
 

は
を
の
始
め
民
選
議
院

I

立
し

T

 
士
族
及
び
豪
家
の
農
商
等

」

を
し

J

れ
£

如
せ
し 

乙
ミ
ょ
つ
て
，明
治
政
府
の
應
制
的
傾
向

S

立
せ
ん
ど
し
た
。
し
か
る

K

明
治
政
府 

3

 

f

街
す
る
滕
迫
は
、自
由
黨
を
し
て
、

I

構
成

4

素
^

職
大
し
ピ
の
結
成
を
强
匕
す 

必
要
ど

S

た
。

‘

由
黨
は
中
產
市
民
を
を
の
主

I

成
要
素

V」

し
た
も
の
で
あ
る
が
、今や
，
 

L 
€

丨

i 

r 

 ̂

6

農
氏
を
そ
の
運
動
に
利
用
せ
ざ
る
を
得
ざ
る

k

至
り
た
。

(

前

®

出
稿

) 

農
民
及

s

f

生
活
の

£

2

?

し

S

S

2

U

し
め
ど

^

左
翼
の
發
生

I

た
の

2

气

s

s

_

s
獄

f

 

S

る

2

會
條
例
の
發

h

笫十號
 

n 
ニ

R

し
共
謀
戰
カ
產 

霉
史

る
。

铒
的

k

ょ

撖
者 

め
る 

の
自 

る
の

k
藉
口
し
、

「

我
黨」

一

幹

タ

ル

モ
/

、ノ
勉
メ
テ
聲
息
ヲ
，各地
二
通
ジ
、黨派
全
體
ノ
事
ヲ
シ
ー
グ
肅
然 

1

徘
の
下
二
出
テ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
シ
、各
地
黨
員
モ
亦
密
一
一
黨
員
黨
幹
ノ
意
向
考
案
ヲ
知
リ 

以 

一

K

自
ラ
務
ム
广
所
ア
ラ
ン
ト
欲
ス

レ
ト

モ
、«$

鄙
遠
路
ノ
信

書

意
ヲ
盡
ナ
ス
情
意
ノ
往
々

M
 

®/
スA

事
ナ
キ
能
メ
ス

i f

ッ

ヤ
夥
多
ノ

M

■員
.中
合
同

j;

致
.ノ
#

キ
ヲ
爲
ス
ヲ
览
メ
ク
シ
テ

® 

モ
ス
レ
バ
箇
々
分
離
ノ
方
向
二
傾
力

ゾ
ト
ス

,
モ

ノ一一
 

至
テ

，ノ
之

力

爲

'ニ
益 

< 
肖
儘

ニ

計
ヲ 

爲
ス
コ
ト
ヲ
企

7-
、恰
モ
駿
馬
ノ
覊
ナ
ク
シ

r
奔
逸
ス
ル

'ガ
如
ク
*
勢
殆
ト
復
タ
拘
朿
ス
へ
力 

ラ
ス

」

ど
し
て
、自由

.
«
運
動
を
解
消
し
て
ゐ
る
。

(

自
由
黨
解
鐵
犬
意

.出
由
黨
史
.下卷
ニ
八

 

一
I 

ニ
八
ニ
頁

) 

' 
'

自
由
黨
の

.
解
'
黨
は
、自
由
黨
左
翼
を
中
心
ヾ

」

す
る
暴

«

的
蓮
動
の
た
め

.
で
あ
つ
た
。

乙
れ
ら 

の
運
動
が
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
つ
た
か
を
、當
時
の
史
書

R

ょ
つ
て
、ボ

さ
ぅ
。

「

趴
治
政 

史J.

は
秧
父
暴
動

k

つ

lr
て
次
の
や
ラ
に
書
ぃ
て
ゐ
る
。

「

十
一
月
一
旦
明
治
十
八
年

)

埼
玉
縣
下 

秧
父
，

R
暴
民
峰
起
の

®

あ
り
、其
首
_
は
則
田
代
榮
助
等
數
輩

k

し

て
、岡
郡
民
を
煽
動
し
、秧 

父
郡
役
所
を

®

ひ
*

暴
動
紛
雜
名
狀
す
る
に
物
な
く
、延
て
群
馬
長
野
の
兩
縣

R

波
及
す
。
蓋 

し
、此
暴
動

は
舊

自
由

黧

の
M
激

M

も
亦
幾
分
か
荷

檐

し
以
て

^

名
を

ic
治
の
不
苹

R

假
る

も、

笫ニ十

3»
:
卷

(
I
I
:

三五) 

'明
治
二
十
印
前
後
の
社
#
問
題
に
關
す
る
自
山
鹩
左
製
の
.見
解 

第
十
號 

こ
三



第
二
十

i
 

c
i

四三六

)

明治一

1
$

前
後
の
瓧
高
題

I

する：自|

囊

の

見

解

f

號

ニ
四

其
實
は
博

I

S

 

{

當

レ
て
、其

?

構
へ
、以
て
良
民
集
惑

I

S

基

迫
し
、诉 

’
 

I

姓

r
.

f

起
せ
し
者

k

過
I

、故

S

動
播
て
時
甚
だ
睦
梁

i

め
し
も
、未
だ

數
ロ
攻 

: |
^

: 5
r

: f
f

: ;
T

O

然

ビ
為

I

四
隣

t

f

動
か
し
、彼

£

日
i

d

=

^

: ,
f

f

'
: s
ぷ

雰

 

-

 

I

s

 

い
、か

值
蕾
對
し

i

金
の
■

年 

の
兆

t

し

I

だ
i

動

S

ら
f

 

星
力
し
、

f

解
改 

せ
し
丨
る
を
辑
た

>

」
(

把

/1
安
三
明
治
政
史
第
十
八
篇
秧
父

騷

動
•傍
點

I

筆
者

)

自
室
左
翼
の
暴
動
が
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
つ
た

.か
I

治
政
史

」

の
記

f

ょつ 

て
明
力
で
あ
る
力

——
「

吸
治
政
史

」

の
指
原
安
，三
の
立
場
は
保
守
的
國
家
主
義
で
あ
る
、從つ
て 

そ
の
史

J

對

す

食

の

立

場

か

ら

I

れ
て
ゐ
？

V

I

意
.せ
ょ
ー
觅

t

 

飯
田
事
件

®

治
十

u

s

動

S

5

m

i

f

，

m

の
檄
文
ま 

自

產

左

S

S

家
植
木
枝

5

_
し
て

5

 

J

s

 

S

A

Q

K

f

s

n

の
失

f

數
へ
て
ゐ
る
が

>
 
の

1

節

H

は、次

あ

る

ぺ
(

大
5

一
 

郞

H

 

憲
政
史
第
ニ
卷
六
六
〇
頁

) 

•
 

-

「

政
府
は
累
稅
斂
を
重
く
し
、人
民

?:
侵
漁
し
て
止
ま
ず

…

，政
府
人
民
^
向
つ
て
猛
然 

其
膏
血
を
侵

®
す
る
こ
ど
は
即
ち
信

^

此
の
如
く
、而
し
て
、堂
々
日
本
全
國
の

^

民

^

徵
す 

る
の
祖
稅
既
已

^

政
府
の
局
中

^

入
る
、即
ち
官

si
各
々
之
れ
を
己
れ
の
寵
商

k
貸
與
し
、明
 

治
十
四
年
十
二
月
十
四
ロ
調

.

し̂
て
政
府
ょ

"
銀̂
行
會

.
)1
|

及
人
段
へ
の

^

+
金i;\

大
藏

t 

檢
査
院
の
檢
资
を
經
た
る
者
の
み

^

て

も
^

0
一
 

千
八
百
七
十
五
离
ニ
千
九
十
三
圆
九
十 

五
錢
四
厘
な

6

ど、或
は
無
利
息
ど
し
、

^

は
極
め
て
低
利

€

し
、還
納
の
期
も
亦
頗
る
緩
矣
、此
 

に
至
办
て
、之
を
論
す
れ
ば
元
々
の
粒
々
辛
苦

ビ
膏

if
l
l

V
J

は
啻
に
高
官
者
流
の
朱
門
を
潤
耀 

す
る
而
已
な
ら
ず
、亦
政
府
の
寵
商
の
驕

ビ
爲

6

®
官
愛
妓
の
飾
ヾ

」

な
ぅ

«

場
の
資
ビ
な

ク
，
 

底
.止
す
る
所
を
知
ら
ず

^

豈

R

£
々
1
!
:本
.全
|1
の
提
民

5:
以
て

&

愛

妓

の

伊

牲

^
.
«*
す 

る
も
の
に
ぁ
ら
ず
や
、

®
其
の
天
下
を
辱
か
し
め
其
人
民
を
輕
ん
ず
る
何

e
此
極
に
至
る
や 

• 

•
:

」
(

自

tl
l

m
史
下
卷

三

一
七

I
三

一
九
頁

)

乙
れ
ら
の
暴

«;
'の
理
电

V」

粽
合
す
れ
ば
、か
の
借
金
黨
•小
作
黨

R
,

け̂
る
，か如
く

ft
金
の
据 

置
、小
作
料
の
輕
減
、而
し
て
、飯

W

事
件

^

表
は
れ
た
租
稅
の
減

0
•及

び
政
商

^

對
す
る
保
護
贷 

付
金
の
反
對
で
ぁ
つ
た
。
而
じ
て
、こ
れ
ら
の
事
實
は
下
層
農
民
階
級
の
窮
乏
化
が
經
濟
的
並

笫ニ十五卷ハー四三七

)

叨治！1

十
ハ
キ
前
後
の
社
會
間
題
に
關
す
る
^
山
黨
左
翼
の
見
解 

第
十
號 

「

ー
五



备

二
十
五
卷(

一

四
三o

明
治
二
十
年
前
後
の
社
會
間
題

に

關

す

る

自

康

囊

の

見

解

第

卜

號

ニ
六

に
政
治
的
手
段
に
ょ
っ
て
、促
進
さ
れ
た
乙
ど
を
物
語
る
も
の
で
、急
窮
乏
打
破
の

I

及
び 

蓮
動
？

の
後

£

っ
て
も
、自
由
黨
系
の
人
々

k

ょ
づ
て
續
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
 

乙
の
連
動

s

f

提
供
し
た

TP 

Q

は、自
嘉
左
翼
の
理
論
家
で
あ
る
？

,

六

肖

F1
I
黨
左
翼
の
理
論
家

ビ

し
て
は
、兆
民
中
江
篤

#

を
推
す
ベ
さ
で
あ
ら
ぅ
。
し
，
し

、
，
I
 

.

»
左

S

經
濟
論
者
ど
し
て
見
る
ベ
ま
の
は
大
井

I

郞
.

で
あ
る
。

少
く

要
論

」(

明
治
十
九
年
十

一

月
刊
行

)
は

自

由

黨

左

翼

の

經

濟

論

|

的

£

現

し

た

1

で
。

。
 

故
"̂筆
者
は
乙
の

ィ
«

.子
5 :

中
、い

( ?

し

て
* i

i.

エ

巧

r

l

f

 補

f

 
し 

s

l

l ;
w

I J
s l

l-
I

f -
?

w

u

r

, s

の
i

f

 

f

れ
て
ゐ

る

。

經
濟

,

:

:

p

:

:I i
"

I ?
! 1

r

: ?
?

^

I

 

T

 

H

I

 

■

孑
f

 

&

を
1

妒
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、

自

由

黨

を

して
 

a

,

.由

、
J

T
J

* c
f c

'ま

で

權

大
し

、爲
.の

自

セ
、
一

二

噹

、

.

.

z

こ

…

.

-

.

，
, 

'

/
/ 

t
の
吕
往

|

ど
€

政
治
上
の
自
由
主
晉
北
ま
|

生
活
上

1

の
範
圆

R

ま
で
及
ば
ね
ば
な
ら
ぬ

.
乙

ノ
レ
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
經
濟
上

R

ぉs

て、
 

そ
の
根
本
に

4

 

S

て
は

®;
有
財
産
制
度
を
！！め
る
も
の
で
あ
る
が
、こ
れ

n

つ
て
、生
ず
る
惡 

果
を
墙

IE
せ
.んV」

す
る
も
の
で
あ
る
。
故

k
、中
江
兆
民
は
い

A「

：
.•顧
ふ
に
農
エ
商
の
三
つ 

の
者
は
當

s

k
並
存
す
ベ
含
の

.三
幅
對

R

し
て
、其

一

を
欠
き
七
は
叶
ぬ
も
の
な
れ
ざ
も

#

R 

商
業
無
さ
ど
さ
は
何
を
以
て
邦
家
の
富
强

t

進
'展
せ
し
む
る
を
得
ん
や
：
：
.商
業
の
發
達
は 

尤
も
當

s
じ
務
ひ

.ベ
き
の
急

k

し
て
、夂
の
商
工
は
末
枝
な
み
、賤
業
な
ぅ
^
云
へ
る
支
那
の
輸 

入
說
は
痛
く
之
を
排
斥
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
、然
る

k

此
陋
習
の
尙
ほ
未
だ
全
く
脱
せ
ざ
る

者

あ 

る
は
歎
息
の
外
無
さ
な

A
V 

• 

• 

•
.

意
.ふ
{̂
商
業
な
る
者
は
山
師
的
營
業

R

あ
ら
ず
し
て
、信
用
的 

一止業なぅ，夫
れ
信
を
以
て
本
尊
ど
す
る
は
商
業
の
右
に
出
'、
つ
渚

あ

ら

ず」

云
々

(

四
民
之

0
醒
、明
 

治
三
十
五
年
版
六
六

I

七
〇
頁

)

大
井
憲
太
郞
も
こ
の
原
則
を
打
破
す
る
も
の
で
は
な
い

o

彼 

は、乙
の
原
則
を
承
認
す
る
が
故
に

.、貧
富
懸
隔
ビ
社
會
主
義
共
產
主
義
、ヒの
關
係
に
つ
い
て
次 

の
如
く
い
ふ
の
で
あ
る

。
.

「

人
ノ
智
巧
進
ム
ニ
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レ
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華
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ヲ
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シ
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葉
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。
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排
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潤
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搾
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あ
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れ
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U

奧

U

何

故

ミ

の

運

動

k

參

加

し
た
か

。「

東

腿
民
權

史」

の

ニ

？

ろ

パ

f

 

J

鐵

道

基

f

る
、
や
、市

S

人
力

I

f

失
ふ

y

l

‘ 

s

?

i夫
數

I

I

田
明
神
山

S

し
て
、鐡

道

s

f

旬
 

姐
？

組
織
し
、自
ら

f

し
て
、鐡
道

I

反
對
の

5

常
る
。

•
凡
そ
人
心
を
激
昂
せ

i

ih
f 

會
を
動
亂
せ
し
む
べ

I

は
I

の
得
失
を
問
は
ず
、必
ず
其
渦
中

s

 

i

 

f
よ
し

^
 

 ̂

y

(

關

パ

1

S

民
權
史
明
治
三
十
六
年
版

 ̂

A。

I

ほ
同

I

の
S

漂
 

f

爲

I

界
黨
は

I

馬

I

l

f

 

f

 

J

3の

が

目

明

。

ど
し
て
大

"
都
s

s

l

t

、甘
く
行
ら
た
ら
其

^

r

y
恐 

J 

7 

.ソ
つ

-け
る
所

..5

あ
ら
？

い
つ
て
ゐ
る
。

(

石
.川
旭

5

著
日
本
社
俞
主
義
史 

"
治
四
十
年
、明
治
文

£

1

1

三
四

1

f

れ

ら

の

記

述

に

よ

つ

て

f

”

動
の
目
的

.
！

ぁ
っ
，舍

知

？

|

來.る
で
ぁ

_

，
れ

J

h

f ?

r

1
る

t

 

S

い
て
は

.、勞
働
運

f

本
麵
の
目
的
ど
す
る

も

の
で
な

r
,
乙
れ
の

3

こ
 

よ
-る
一

.政
治
運
動
で

.あ
v
oた

の

で

あ

，
る

。

.
：
：

 

W

J
 ノ

PIĤrnr 
r
K
i
i
r
f
,

Z

の
運
動
以
後
、勞
働
問
題
が
屢

 

< 
吾 

動
の
指
導
者

.
ど
し
て
，勞
働
組
合
の
.結成 

ら
の
こ

^
は
他
日
に
讓
つ
て
、自
由
黨
員 

も
の
は

®

だ
少
な

S

の
で
あ
る
。
明
治 

志
會
な
る
勞
働
考
團
體
が
生
れ
た
が
、短
 

に
あ
い
て
、火
夫
相
木
鶴
胄
、矢
野
某
の
兩 

行
し
、百
ニ
十
五
號

R

及
ん
だ
。
同
六
月 

某
ど
共

^
前
橋
敷
島
座
^
政
談
演
說
會 

れ
た
等
の
出
來
事
が
あ
る
^
過
ぎ
な
い 

け
る

.勞
働
問
題
、昭
和
六
年

1

〇
頁

)

.

.九

:
次

k

問
題
ど
な
る
も
の
は
、双
洋
舟
由 

動

R

ょ
り
て
，早
く
も

.勞
働
問
題
^
注
意 

鱗

夫

*

待
事
件
、及
び
翌
ニ
十
一
一
年
^
起

國
の
問
題
ど
し
て
認
識
せ
ら
れ

Vま
た
は

V自.ら
勞
働 

R

從
事
す
る
も
の
な
ヾ

」

を
生
じ
た

.の
で
ぁ

.-
5
が
， ̂

の
勞
働
運

.動

V
J

稱
す

.ベ
き
も
；の

V
J

し
て
傳
へ
ら
れ 

ニ十一

一一
年
自
曲

鐵

の
中
：岛
又
五
斷
を

^

問
^

し
た 

命
に
終
つ
た
。
明
治
ニ
十
四
年
四
月
化
は
、上
州
高 

名
は
、
0

11
-
1黨
員
長
坂
某
ド

「

±

毛
自
逆
な

a
新
聞
を 

R

同
處

k

お
い
て
、火
夫
川
島
某
ぽ

*
黨
の
壯
士
小 

を
催
ふ
し
、縣
令
欢
擊
の
た
め

^
省
吏
侮
辱
罪

^

問 

ぐ
?

本
の
勞
働
運
動
一
六

.六
頁
河

.野
密
我
國

R
同 る れ 運於 は 島 發

黨
で
あ
る
。

「

以
上
に
記
し
た
る
自
由
黨
員
の
勞
働 

し
始
め
し
世
間
は
、一
一
十1

年

k
起：り
し
高
島
炭
坑 

り
し
横
濱
在
留
西
洋
人
の
製

*

X
場

R

■於
け
る
職

エ の 運

第
二
十
五
卷

a

w

i

D叻
治
ニ
十
雄
前
後
の
社
脅
問
駔
に
關
す
る
自
山
黨
：左
.雜
の
見
解 

笛
十
號 

四



筋
ニ
ナ
五
卷C

一
四
五
四〕

明
治
ニ
十
牢
前
後
の
社
#E:

題
に
關
す
.る

自

由

證

.

笫

卜

譃

四

ニ

霧

出

し

事

件

纪

ょ

々

て1

層

勞

働

問

題

^
注
.意
>
 
る

著

ど

な

^
‘ニ

十

五

年

爾

^

は
、勞
働
問
題 

を
云
々
.す

る

S

頗

f

增

加

し

た

I

。

而
しV

、

此
の
年
.+
 I

月

六

5

洋

自

£

は
組 

織

せ

ら

れ

，た
々
。」

H
本
の
勞
働
運
動
一
六

-

H

東
洋
自
由

*

は
大
同
■國
結
以
來
、自

*
黨
.
の

軟

化

及

び

保

守

化

0

對
し
て
、反

對

し

來

つ

こ
大 

3

r

3
到
を
主
領

ど
し
て

成
.立

し

た
も
の
で
あ
る
。

大
井
は
自
由
黨
が
輯
會
開
設
以
來

を

の
 

急
進
自
由
主
義
者

ビ

し
て
の
本
領
を
發
揮
す
る

こ
ど
な
く
、徒
ら
に
保
守
嬰
退
の
風
が

あ
つ
て
、

 

全
く
自
由
黨
本
來
の
面

0

れ
る
中
產
地
主
及
び
資
本
家
黨

^
化
し
去
る

^
至

つ
た
乙
士
に
不 

滿

?:
持
つ
た

の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
立
憲
自

ri
l

a

の
傾

^

は
'HJ
J

治
二
十
四
年
五
沔
に
お
け 

る
第
一
帝

國
議

會

報

吿
鄯
の
中
化
最
も
ょ
く
現
は
れ
て
ゐ

る
。

「

今
や
利
益
の
爭

k

出
て
、社
會
上
の
大
變
亂
將

k

起
ら
ん

S
す
。
'
代
_
政
體
は
愚
者
を
し
て 

名

^

の
儆
を
爲

3
し
ひ
る
に
凼

A
V#
者
が
愚
者
を
凌
ぐ
の
弊
は
漸
く
熄
み
た
ぅ

ど

雖
も
、胄
 

渚
が
貧
者
を
壓
す
る
の
弊
は
愈

C
甚
し
く
、其
反
動
は
或
は
罷
エ
同
盟
ど
爲

A

、或
は
勞
働

,# 

間

S

法

I

る
。
是
れ

I

上
大
變
亂
の
兆
候
な
气

•
•
•
•
我
黨
の
自
由
主
義
は
富

f

 

し
て
洛

‘

其

<-y
J

R
-#
a
湘
典

k

社
脅
の
荆
を
淳
け
し
セ

:5
仅
あ

6

0
强
て
之
を
卞
均
と
む

I|

II

j

め，之
を
共
布
せ
し
む
る
が
如
さ
社
會
主
義
は
、我
黨
の
自
甶
主
義
ど
相
戾
る
所
な

A
。
國
家 

主
義
も
亦
楚
れ
ー
種
の
耻
會
主
義
に
し
て
、世
の
所
謂
社
會
黨
は
之
を
民
主
的
社
會
黨

S
名 

く
可
く
ん
ば
、國
家
主
義
の
政
黨
は
之

?:
君
主
的
社
會
黨

V

名
づ
く
べ

&

も
の
な
ら
/
。
我 

黨
が
國
家
主
義
に
反
對
す
る
所
以

&

も
の
は
*其
實
社
會
主
義
ビ
同
じ
き
所
あ
る
を
明
な
ち 

:

.
•富
'者
は
過
分
の
幸

M

を
享
く
る
を
以
て

^

の
報
酬
ど
し
て
社
會

R

■
し
、多
く
の
義
務 

を
負
ふ
は

.當
然
な
り
：
：
封
建
の
制
を
廢
し
た
る
は
强
者
の
弱
者

5:
凌

r

の
制
を
廢
す
る 

R
在<=\、

然
る

k
、當
者

0*
貧
者

'?
:

®
す
る
の
制
を
立
つ
る
あ
ら
ば
、

^
れ

jj
l
l會
的
の
封

a

t

?J
*
 

典
し
富
者
を
し

.て
、儼
然
諸
，候

が

封

土

?:
領
す
る
•か如
く
な
ら
し
む

る

も
の
な

6
。
我
黨
は 

た 

< 
貧
富
各
其

'處
を
得
せ
し
め
以
て
、各
入

?:
し
て
天
賦
の
權
を

'全
ふ
せ
し
ひ
る

k

狂
る
の 

み
。」

.

(

板
垣
退
助
我
憲
政
の
由
來
，明治

_

政
經
濟
史
論
所
收
八
七

I

-A
A

頁)

.

而
.し
て
、乙
の
宣
言
の
討
論
中
、小

林

#

雄
は
、̂

働
者
保
護
法
を
設
く
る
事

」

ぐ

」

いふ
 

一
®

V
J柿
 

入
す
る

Z
ビ

を
提
議
し
た
の
で
あ
る
が
、杏
決

3
れ
て
ゐ
る
。

?

本
社

'#
主
義

0

動
史

Mh
會
科 

學
特
傭
五
賀

)

. 

V 

し
か
る
に
、こ
れ
ょ
り
先
直
由
黨
の
第

一

議
會

^

あ
け
る
態
度

^
憤
激
し
て
、を
の
議
席
を
去

'

第
二
十
五
卷C

1

四
宄
五
V

如
治
ニ
十
牢
前
後
の
社
#
間
題
に
關
す
る
自
由
霉
左
舞
.の
..見
解 

第
：十
號
.

四
！ニ



r
二
十K
卷

(

一
四
艽
>\
>

M治
ニ
：十
S

後
の
社
會
lf
!
J
M/s
關
す
る
自
维
薇
左
S

見
：解 

第
卜
a

5TW

つ
た
：
-中
江
兆
民
は
、

「

自

rl
l
平
#
經
綸

1な
る
；雜

誌

5:
刊
行

し

て
、舞

進

，
：
1
1
1

*

主
義

.2:
主
張
し
た
の
で 

あ
る
が
彼
の

1

派
の
盤

.谷
狂
生
は

^

の『

政
體
沿
革
論

』

ビ
題
す
る
論
文
の
中
で
次
の
や
ぅ
に

S
:

つ
て

P

る。 

.

「

貴
族
社
舍
ど
平
民

f t
: #

ど
の

軋
礫
は
已
に
過
さ
去

へ

今
や

代

議

士

多

數

.の

制

度

ど

な

れ

ち 

是
k

於
て

^

s l
k

f f

濟
的
社
會

の
問
題
を
起
し
、法
律
上
に
於
て

平
等
の
權
利
義

務
V」

有

す 

る

:̂
>

す
#
 

B
 

方
て
す
產
の
者
は
能
く
無
產
者
を
使
役

丨-、
其
弊
や
殆
ん
ざ
細
民
は
富
民 

の
' 
奴
隸
：介
る

を

免
る

こ

ビ
能

は

^

る
の
慘
狀
あ
る

は
如
何

o

然

り

而

し
て

法
#
は
以
て
之 

を
救
芷
す
る
こ

ビ
能

は
ず
、
又

立
法
者

即
ち
代

議

士
は

-a
て
之
を

^

醫
す
る

こ

ヾ

」

を
務
め
ず
、
 

宛
名
有
產
象
社
會
の
壓

.制
-:
?

:
細
民

^

及
.ぼ
し
て
顧
み
る
；者

な

し、
嗟
物
は

^

ず
優
隙
劣
^
の
 

迎
あ
へ
苟
も

I

法
律
の
下

k
、生
存
す
る
人
民
に
し
て
豈
何

H$
ま
で
も

*1
斯
偏
倚
の
弊

®

t 

救
ふ
能
は
ざ
る
の
现
あ
ら
ん

や
、歐

洲
中
陸
は
共
產
及
び
社
看
的
の
問
題

k
.ft
て
起
る
所
以
、
 

篕
し
之
を
未
萠

k

制
す
る
の
方
法
を
爲

3
ず
ん

ば
、

一
國
の
興
：廢存
亡
は
，豫
め

W

す

V

か
ら 

ざ
る
な
り
故

^

宜
く
共
同
政
治
の
原
理

k

®
さ
，自
由
平
等
の
入
權
を
主
旨
ど
し
、贫
富
の
下 

邓
均
を
制
し
眞
正
な
る
社
會
的
政
體

t

組
織
し
、豫

め

一
國

の
.治

安

€

人
民

の
幸

福

を

圖

る

の
必
要
を
論
ず
る
^
至
る
も
の
は
、將
來

k

成
立

.せ
ん

V
J

す
る
所
の
社
會
的
政
治

V
J

唱
ふ
可 

さ

も

の

是

な

(

自凼平等經綸第三號明治二十如年四月：

.一
五

I

一
 

六
頁

)

論

じ
、
而
し

て
、
江

ロ

三
猎
は
、®
富

の

懸
隔
は

法
る
可
ら
ざ
る

か」

k:

货

い
て
、
：

「

然
れ
ざ
木
貧
富
今

日
の

懸
隔
、財
貨

今
日
の

不
平
等
は
此
の
无
现
、天
則
に
照
し
て
、戾
る
所
あ 

ら
ざ
る
乎
。
今
日
の
富
者
は
不
義
の
富
に
誇
ら
ざ
る
乎
。
勤

儉
、遠
慮
、
才
能
、熟.練
の
外
別
に 

言

ふ
に
忍
び
ざ
る
の
素
因
あ
が

V
、

富
者
の
富
貴
者
の
貴
を
双
す
汰
あ
ら
ざ
る
乎
。

m

儉
、遠 

慮
、才
能

®

㈣

は
致
富
の
初
階
に
於
て
は
或
は
之
れ
あ
ら
ん
。
然
れ
ざ
も
其
の
增
殖
倍
雜
し 

て
千
西
跑

^

至
ら
ん

^

は
必
ず
德
斷
の
利
な
か
る
可
か
ら
ず
。■必
ら
ず
橫
領
の
利
な
か
る 

可
ら
ず
。

:

:

寧
寶
、連

ir
、
g

®

‘
掠
奪
は
大

®
致
畲

の

赂

な

6
,
.
.

…

此
の
德
斷

«

資
、橫領
の 

跡
を
絕
つ
に
あ
ら
ざ
れ

ば
、

吾
人
の
幸
福
は
全
か
ら
ざ
る
な

t

貧
富
の
懸
隔
は
去

る

能
は 

ざ
る
な

6

。

」
(

自

F-
I

1

平
等
經
綸

五

號

一

.六

_丨

一
八

.
I

而
し
て
、彼
の
立
場
は

.一
の
勞
働
所
有
權
論
で
あ
る
。

「

富
を

^

る
も
の
は
富
を
得
ベ
し
。
富 

を
貯
ふ
る
も
の
は
富
を
保
つ
可
し
、富

?:
分
配
す
る
の
道
は
是
な

.ぅ
。.

…

天
は
勞

k

亂
ゆ
る 

R
富
を
以
て
す
。
勞
す
る

^

あ
ら
ざ
れ
ば
、富
を
得
ベ
か
ら
ず
。

」
(

同

第

六

號

.

一
六
頁

)

部
ニ
十
五
卷

C

1

- M

五七

.

)

.

叨
治
ニ
十
卬
前
後
の
耻
會
例
腿
亿
關
す
る
自
由
黨
左
魏
の
^

辦

 

笫
十
號
 

四
：土



笫
ニ
十
五
卷

C
I

四
五
八)

明
治
ニ
十
带
前
後
の
社
會
間
題
に
關
す
る
自
由
翁
左
敦
の
見
解 

第

十

媿

四

山

、

故

紀

彼

は

い

ふ

。： 

.

'

「

菩
人
の
望
ひ
所
の
も
の
は
，今
日
の
社
會
を
し
て
公
平
の
道
を
行
は
し
ひ
る
に 

自
ら
造
る
も
の
を
し
て
、其
の
造

P

た
る
も

0.
を
得
せ
し
め
，自
ら
產
し
た
る
も 

の
產
し
た
る
も
の

?:
得
せ
し
め
、自
ら
積
み

_た
る
も
の

?:
し
て
、其
の
積
た
る
も 

め
自
ら
貯

.へ
た
る
も
の

?:
し
て
、其の

/貯
へ
た
る
も
の
を
持

^
し
め
、自
ら
織
ぅ 

て
其
の
織
ぅ
た
る
名
の
を
被
ら
し
め
、自
ら
耕
し
た
る
も
の
を
し
て
、其の
耕
し 

私
せ
し
む
る
に
あ
る
の
み
。
菩
人
は
.貧
者
の
爲
め
に
富
者
の
當

3

R
有
す
ベ 

は
：：

ず
。

怠

者

の

爲

め

R

謹
者
の
當

S
R
.享
く
べ
き

も

の
を
求
め

t'
0
.吾
人
は 

兩
權
を
傷
害
す
る

X

を
欲
せ
ず
。
其
の
却
て
確
固
な
ら
ん
こ
ど
を
欲
す
ノ 

1

八
頁

)

か
く 

,て
‘

ri
l
黨
構
成
分
子
の
左

»

は
今
や
明
か

k
、自
由
黨
の
#
協
的
自
由 

立
場
を
異

k

し
來
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
祉
會
主
義
を

主
張

す
る
も
の

^

か
し
な
が
ら
、彼
等
は
、自
由
黨
多
數
の
如
く
、社

#

主
義

k

對
し

.て、敵
意
を
，有す 

な
い
。
彼
等
は
少

く

ど
も
、社
會
問
題

R
留
意
し
、社

會

主
義

f
c同
情
し

,

R
起

在
る
の
み
。

の
?:
し

て、其
 

の
を
持
^
し 

た
る
者
を
.し 

た
る
も
の

?: 

さ
も
.，の
を
乞 

所
有
、旣
#
の 

(

同
第
六
號

^ る は 主  

つ も な 義  
、 の い ど  

あ で ° ぞ 
b は し の

し
勞
働
問

®

を
等
關

R

附
す

る
こ

S

が
な
か
つ
た
の
で

あ
る

。
.
.

(

石

川
旭
山
:
日

本
社

會
主

»■ 

史
三
五
二

 

ー

三
五
ニ
，頁

)
.

大
井
憲
太
郞
名
旣

R

述
ベ
た
や
ぅ

R

V
の
思
想
傾
，向

K

あ

lr
て、こ
の
流
派

^
厲
す
る

も

の
 

で
あ
る

0

今
や
彼
は
、自
由
黨
を

1脱
し

.て、新

た

.̂
政
黨
を
樹
立
す
る

z
k

の
必
要
を
認
め
た

0
 

大
井
は
.明
治
ニ
十
五
年
六
月
自
由
黨
を
脫

し

て、關
東
會
を
起
し
、更
ら

R

七
月
、束
洋
自
由
黨
組 

織
の
決
議
を
な
し
、十
一
月
七
日
、を
の
結

I黨
式
を
擧
げ
：た
。
而
し
て
、大
井
は
そ
の
座
長

S

 

3
 

れ、左
の
：

.綱
領
を
決
議
し
た

o

.

'

,

1.

、皇
室
の
尊
榮
を
維
ち
、民
權
の
擴
張
を
圖
り
立
憲
政
體
の
實
行
を
期
す
事 

r

外
交
：は
强
硬
の
政
略
を
執
々
、國
«
の
發
揚
を
期
す
る
事 

.
一、內
治
は
進
步
，の
政
策
ー
出
ぅ
國
カ
の
充
實
を
期
す
る
事
；

:

一、財
政
を
盤
理

し

、國
家
經
濟
の
許
す
限
度

R

從
て

*

次
民
力
休
養

(

殊
F

貧
民
勞

#i
者
の
保 

ff
i
¥
爲
す
事

.

1
、緊
急
至

.要
の

.
»外
政

.策
を
講
じ
、漸
次
其
實
行
を
期
す
る
事

.
'

: 

,

—

乙

の
_

領
は
：、一
船
政
黨
の
綱
領

€
同
じ
彳
極
め
て
柚
象
的
な

も

の
で
あ
る
が
、綱
領
中

®

S

笫
ニ
十
五
卷

(

ー四芄九

.

〕

明治ニ十

.年

.前
後
の
社
會
間
蹑
に
關
す
る
.自
由
S'
左
翼
の
.：見
'解

，

第

十

號

/

四
七
：



や

ぅ

な

も

の

を

持

つ

た

o
 

之
進
、山
崎
忠
和
，福

田
友

^

、島

田
寬

柳

田
親
之
進
-鈴
木
修
菩
、福
田
友
作
、

r

ニ
十a

卷

2

四
六
〇〕

明
治
ニ
十
年
前
後
の

.社
會
.間
©
.騰

す

含

内

熬

囊

の

：
見
，
撕

 

银
卜
4

四八 

勞
働
者
の
保
讒

J
-5
:
'標
機
し
た

Zめ
は
，印
本

R

ぁ
け
る
政

®

中

ft
初
の
％
の
で
あ
る

.ビ
ぐ
入 

る
。：：而
も
て
朿
洋
_
由
黨
は

、そ

の

實

行

機

關

ビ
し
て
，次
の 

.

1

、玖

本

勞

働

協

會

會

頭

大

井
憲
太
郞
、

主
任
柳
田
義

':
、治

'

I
、

普

通

選

擧
.期

成

同

盟

會

會

.頭
大
井
憲
太
郞
、

主
任 

，中
井
榮
次
郞 

' 

.

:1、

小作條例調资會.主任島田寬治

.,

朿
洋
自
由
黨
は
ー
ぁ
づ
ま
新
聞
j
R據
久
日
本
最
彻
の
勞
働 

十

月

三

日

ょ

>
9刊
行)

を
刊
行
し
て
、貧
民
勞
慟
者
の
保
輯
を 

た

り

し

た

而
し
て

®

等
の
實
際
.運

動

方

而
k

あ
け
る
活 

け
ん

V
J

す
る
や

»

組
等
の
靴

H

が
忽
ち
失
業
者
た
る
べ
き 

H

兵
設
置
中
止
の
請
願

?:
爲
さ
ん

ビ
し
て
、瓦

餘

名

?:
以
つ 

ニ
來
京
市
內
の
人
カ
車
夫
の
團
結
を
計

.OS、

車
桃
廢
止
の
題 

連
の
反
對

’激
し
く
不
成
功

R

終
る

o

三、千
葉
縣
下
に

贷

け

週
刊
雜
誌

「

新
束
洋

」

萌
治
二
十
#
半 

論
じ
、
ベ
ラ
ミ
丨
の

「

囘
顧

」

を
障

載
し 

，動

は
、一、陸

輩
省
が
靴
エ
兵
制
を
設 

を
憂

へ
て

#;
エ
同
組
會
を
起
し
、靴
 

て
衆
議
院

^

示
威
運
動
を
試
み
た
。
 

S
を
標
捞
し
て
運
動
し
た
が
、親方 

る'農
民
の
土
地
問
題

k

就

lr
て
奔

走
の
勞
を
採
つ
た
ぐ
四
、大

H

左
官
.等の
組
合

?:
設
置
し
，俠
客
連
の
團
結
を
計
ら
ぅ

^
し
て 

敗
し
た
。
普
通
選
擧
期
成
同
盟
會
は
諸
所

^

政
談
演
說
會
を
開
催
し

.て
»
論
を
啓
發
せ
ん 

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
，東
洋
自
由
黨

は
、
^

の
結
成
以
後
鐵
勢
極
め
て
振
は
ず

^

井
の
如
き 

時

^
議
席
を
失
ひ
た
る
こ
ビ
等
の
た
め

R

黨

員
の

統
制
を
失
し
：て

1明
治
ニ
十
六
年
十
ニ
月 

遂

R

»
散
の
止
む
な
き

^

至

.つ
た
の
で
あ
る
。

(

石
川
旭

山
、
日
本
社
會
主
義
史
三
五
ニ
頁
片 

西
川
、日
本
の
勞
働
運
動
一
六
七
頁
、河
野
密
著
、我
國
に
於
け
る
勞
働
問
題
ニ

 

ニー

一
 

四
頁
、林
 

龜
太
郞
著
日
本
政
黨
史
上
卷
三
七
五

1

三
七
八
貢

) 

，

.

:

 

東
洋
自
由
黨
の
運
動
は
多
く
失
敗
に
歸
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

「

之
を
以
て
日
本
^
於
け 

勞
働
運
動
の
嚆
矢

V」

な
す

も
、
蓋
し
大
な
る
誤
謬

R
非
ざ
る
可
し
。
.唯
だ
彼
等
は
單

R

,

Mら 

働
運

®!
;
?:
爲

3
ん

^
せ
し
に
业
爻
れ
^
。
勞
働
者
自
身
の
自
覺

e
運
動
ぜ
を
起
し
た
る

 ̂

ざ
ぅ
さ
。
況
や
、其

-*
底
を
社
會
主
義
の
原
理
^
置
く

 

V」
$

ふ
如
き

は
、
未
だ
彼
等
の
深
く

® 

ざ
り
し
所
な
ら
ん

」

ビ
評
さ
れ
る
の
は

®

だ
當
然
で
あ
る
。：

®

川
旭

山
、
日
本

.ji
l

t
會
主
義
史
三 

三
.頁)

;;
.

':
.

1

:;
.;

■.'
•■
';
;: 

. 

:

'.
\ 

•

;

..}
;

大
井
等
を
中

■■
i
l
l
'
'

ミ
す
る
一
自
由

黨
左

冀
の
社

會

®
0

は
-0

め
て
渾
沌
た
る
.も

の

で
あ
る
。

第
二
：十
五
#

(

1
.四
六
ー
0 

'
明
治
：1

『

十
印
_
後
の
社
1
:題
<>
棚
ず
る
2
:山
證
霉
の
'見

解

■
第
十
！r

四
九

も て 矢彼 五 は 非 勞 る 田



沪II

十
/

n

卷

(
一
Si

六
.二)

明
治
ー
|十
年
前
後
の
：社

.#
問
.題
に
.關
す
る
自
德
左
與
の
見
解 

第

十

號

五

o

等
は
、急
進

自

由

主

義

を

主

張

す

る

.か
S

M

へ
.ば
、對

外

硬

を

叫

び
!

大
井
の

如
さ

は

、
所

謂

女
 

阪
事
件
に

,

い
て
、朝
鮮
に
あ
け
る
支
那
の
勢
カ
を
打
破
せ
ん

^
す
る
陰
謀

^
加
は
り
刑

^
 ̂

せ
ら
れ
た

——
貧
民

勞

働

者

の

保

護

?:
叫

ん

で
ゐ
る
の
で
あ
る

9

彼
等
は
、

「

日

本

社
會
主

義

ホ 

の
著
者
が
評
し
て
ゐ
る
や
ぅ
に
、勞
働
者
の

.&
覺
、即
ち
そ
の
階
級
的
利
益

.の
た
め
^
勞
働
述
動 

k

從
事
し
た
の
で
は
な
い
。
ミ
の

g

l
k
i 

.
S

て
彼
等
の
立
楊
は
極
め

て、罾

溫
的
で
あ
る

ビ

い
 

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

 

.

而
し
て
、彼
等
の
社
會
思
想
上
の
傾
向
の
如
さ

i

時
ど
し
て
は
、決

し

て

優

れ

.て
ぬ
る
も
の 

で
は
な
い
ノ
明
治
ニ
十
年
前
後
を
中
心
ど
し

て、
起
つ
て
來
た
わ
が
勞
働
者
問
題
に
對
し
て
は 

彼
等
ょ
ぅ
も

&

れ
た
議
論
を
し
て
ゐ
る

A

々
を
菩
々
は
知
つ

X

わ
る
。
し
か
し
な
，から
、勞
働 

運
®

を

一

つ
の
政
治
蓮
動
の
形
態
に
為
い

H
、

遂
行
せ
ん

w

し
た
ミ

V

は
；，例
へ
そ
れ
が
極
め
て 

幼
雅
な
名
の
で
あ
つ
た
ど
は

lr
へ、被
等
の

#

が
.
勞
働
運
動
史

R

對
す
る
貢
砍
で
な
け
れ
ば
な 

ら
ぬ

。

' 

‘ 

.

'

'

:

. .. 

.

.
,
.
:

.

ゾ
”

 

.

筆
者
が
こ
の

一

文
を
草
し
た
の
は
、通
常
日
本
の
社
倉
主
義
史
家
が
日
本
社
會
主
義
の
一
一
つ 

の
超

系
ど
し
て
自
由
民
榄
思
想
ど
、甚

督

敎(

殊

k

同
志

f

t

Rあ
妙
名
そ
れ
)

t

擧
げ
て

^
る
が
，

を
の

S

.
の
ft
容
を
肌
か

R

し
て
ゐ
な
い

ir
k

氣
ヴ

S
:

た

か

ら

で

あ

，る
。.

尙
.ほ
、本
稿
は
、乙
の 

以
後
は

I
I

十
年
代
の
社
會
主
義
の
忍
想

s

 

5

、
s
述
し
，拙

1

治
初
，沏

'0
社
會
主
義

i

本
認 

昭
和
六
年
四
月
號

)

k
續
く
普
で
あ

ク
た
け
れ

r
も
、
/
れ
ま
で

^
意
外

^

紙
數
を

®

し、页
ら

K 

日
本
資
本
主
義

'の
發

.展

V」

こ
れ
に
對
す
，る
»

#
主
義
及
び
そ
の
批
判
對
策
を
記
述
す
る

乙

マ(_

て は  

そ 到  

れ 底  

ら 紙  

の 數  
問 の  

題 許  
に s 
觸 れ 

れ ざ  
る る  

こ 冗

^  Z  

Iこ ろ

で
‘，
..
あ
る

.か

.ら
、I

先
づ

乙

V
ド
擱
筆
し

'近
.き
機
會

k 

し
た
い
ど
思
ふ
。

(
T

九
三

T
九
ニ
六
稿
了

)

あ

い

,

$
一

十

義
.(

'
1
,
S
Q 
ニ)

/明治

1
1
:十
年

.前
後
の
社
瀹
問
題
に
關
す
る
肖
巾
黨
左

.興
、の
見
解
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